
内

閣

府
、
国
家
公
安
委
員
会
、

文
部
科
学
省
、
厚

生

労

働

省
、

○

告
示
第
一
号

農
林
水
産
省
、
経

済

産

業

省
、

国
土
交
通
省
、
環

境

省

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
行
動
計
画
策
定
指
針
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
、
国
家
公
安
委
員
会
、
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省

、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、
環
境
省
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
変
更
し
、
令
和
三
年
四
月
一
日

か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
表
す
る
。

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

小
此
木
八
郎

文
部
科
学
大
臣

萩
生
田
光
一

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

農
林
水
産
大
臣

野
上
浩
太
郎

経
済
産
業
大
臣

梶
山

弘
志

国
土
交
通
大
臣

赤
羽

一
嘉

環
境
大
臣

小
泉
進
次
郎

行
動
計
画
策
定
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

六

一
般
事
業
主
行
動
計
画
の
内
容
に
関
す
る
事
項

六

一
般
事
業
主
行
動
計
画
の
内
容
に
関
す
る
事
項

（
略
）

（
略
）

１

雇
用
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項

１

雇
用
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項

妊
娠
中
の
労
働
者
及
び
子
育
て
を
行
う
労
働
者
等
の
職
業
生
活
と
家

妊
娠
中
の
労
働
者
及
び
子
育
て
を
行
う
労
働
者
等
の
職
業
生
活
と
家

(1)

(1)

庭
生
活
と
の
両
立
等
を
支
援
す
る
た
め
の
雇
用
環
境
の
整
備

庭
生
活
と
の
両
立
等
を
支
援
す
る
た
め
の
雇
用
環
境
の
整
備

ア
～
ク

（
略
）

ア
～
ク

（
略
）

ケ

子
ど
も
の
看
護
の
た
め
の
休
暇
の
措
置
の
実
施

ケ

子
ど
も
の
看
護
の
た
め
の
休
暇
の
措
置
の
実
施

子
の
看
護
休
暇
に
つ
い
て
、
始
業
の
時
刻
か
ら
連
続
せ
ず
、
か
つ

子
の
看
護
休
暇
に
つ
い
て
、
一
時
間
を
単
位
と
す
る
取
得
を
可
能

、
終
業
の
時
刻
ま
で
連
続
し
な
い
時
間
単
位
で
の
取
得
を
認
め
る
等

と
す
る
等
の
弾
力
的
な
利
用
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
制
度
等
よ
り
利

の
弾
力
的
な
利
用
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
制
度
等
よ
り
利
用
し
や
す

用
し
や
す
い
制
度
を
導
入
す
る
。

い
制
度
を
導
入
す
る
。

コ
・
サ

（
略
）

コ
・
サ

（
略
）

シ

不
妊
治
療
を
受
け
る
労
働
者
に
配
慮
し
た
措
置
の
実
施

（
新
設
）

働
き
な
が
ら
不
妊
治
療
を
受
け
る
労
働
者
が
不
妊
治
療
の
た
め
の

時
間
を
確
保
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
不
妊
治
療
の
た
め
に
利
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
休
暇
制
度
（
多
様
な
目
的
で
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
休
暇
制
度
や
利
用
目
的
を
限
定
し
な
い
休
暇
制
度
を
含
む
。

）
、
年
次
有
給
休
暇
の
半
日
単
位
の
付
与
や
時
間
単
位
付
与
制
度
、

所
定
外
労
働
の
制
限
、
始
業
・
終
業
時
刻
の
繰
上
げ
又
は
繰
下
げ
の

制
度
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
、
短
時
間
勤
務
制
度
、
テ
レ
ワ
ー
ク

（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
場
所
に
と
ら
わ
れ
な
い
働
き
方
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
の
導
入
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
。

こ
の
場
合
、
具
体
的
な
ニ
ー
ズ
は
労
働
者
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る

こ
と
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
各
企
業
に
お
い
て
、
不
妊
治
療
と

仕
事
の
両
立
の
推
進
に
関
す
る
取
組
体
制
を
整
備
し
、
そ
の
雇
用
す

る
労
働
者
の
ニ
ー
ズ
を
把
握
す
る
た
め
の
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果

を
踏
ま
え
た
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
ま
た
、
不
妊
治
療



と
仕
事
の
両
立
の
推
進
に
関
す
る
企
業
の
方
針
や
具
体
的
措
置
に
つ

い
て
の
労
働
者
に
対
す
る
周
知
、
社
内
に
お
け
る
理
解
促
進
の
た
め

の
取
組
、
担
当
者
に
よ
る
相
談
対
応
等
を
併
せ
て
行
う
こ
と
が
望
ま

し
い
。

ま
た
、
休
暇
制
度
等
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保

護
の
観
点
か
ら
、
労
働
者
の
不
妊
治
療
等
の
機
微
な
個
人
情
報
の
取

扱
い
に
十
分
留
意
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ス
・
セ

（
略
）

シ
・
ス

（
略
）

働
き
方
の
見
直
し
に
資
す
る
多
様
な
労
働
条
件
の
整
備

働
き
方
の
見
直
し
に
資
す
る
多
様
な
労
働
条
件
の
整
備

(2)

(2)

ア
～
ウ

（
略
）

ア
～
ウ

（
略
）

エ

テ
レ
ワ
ー
ク
等
の
導
入

エ

テ
レ
ワ
ー
ク
等
の
導
入

テ
レ
ワ
ー
ク
等
は
、
職
住
近
接
の
実
現
に
よ
る
通
勤
負
担
の
軽
減

テ
レ
ワ
ー
ク
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
場
所
に
と
ら
わ
れ
な
い
働
き

に
加
え
、
多
様
な
働
き
方
の
選
択
肢
を
拡
大
す
る
も
の
で
あ
り
、
仕

方
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
等
は
、
職
住
近
接
の
実
現
に
よ
る
通
勤

事
と
子
育
て
の
両
立
の
し
や
す
い
働
き
方
で
あ
る
点
に
着
目
し
、
そ

負
担
の
軽
減
に
加
え
、
多
様
な
働
き
方
の
選
択
肢
を
拡
大
す
る
も
の

の
導
入
の
推
進
を
図
る
。

で
あ
り
、
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
の
し
や
す
い
働
き
方
で
あ
る
点
に

着
目
し
、
そ
の
導
入
の
推
進
を
図
る
。

オ

（
略
）

オ

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

八

特
定
事
業
主
行
動
計
画
の
内
容
に
関
す
る
事
項

八

特
定
事
業
主
行
動
計
画
の
内
容
に
関
す
る
事
項

（
略
）

（
略
）

１

勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項

１

勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項

～

（
略
）

～

（
略
）

(1)

(6)

(1)

(6)

不
妊
治
療
を
受
け
や
す
い
職
場
環
境
の
醸
成
等

（
新
設
）

(7)

職
員
が
働
き
な
が
ら
不
妊
治
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
勤
務
時
間
、

休
暇
そ
の
他
の
利
用
可
能
な
制
度
の
周
知
や
管
理
職
に
対
す
る
意
識
啓

発
等
を
通
じ
て
、
不
妊
治
療
を
受
け
や
す
い
職
場
環
境
の
醸
成
等
を
図

る
。

～

（
略
）

～

（
略
）

(8)

(12)

(7)

(11)

２

（
略
）

２

（
略
）




